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■ 計画策定の趣旨 

「松山市子どもの未来応援プラン」は、第 1章が「第 3期松山市ひとり親家庭等自立促進計画」、第 2

章が「松山市子どもの貧困対策計画」、第 3 章が 2 つの計画に共通する「重点施策」という構成として

います。 

いずれの計画も、根拠法令、趣旨・目的等が異なることから、個別に現状・課題分析等を行う必要が

あるものの、対象や施策には共通する部分があり、その関連性を考慮し、一体的・効率的に施策に取り

組む必要があると考え、このような構成としました。 

ひとり親家庭と貧困家庭は対象がすべて重なるわけではありませんが、いずれにも資するものとし、

すべての子どもの未来を応援するため、2 つの計画を「松山市子どもの未来応援プラン」として併せて

策定し、より効果的に施策を推進していきます。 

■ 計画の期間 

本計画は、令和 3（2021）年度から令和 7（2025）年度の 5年間を計画期間とします。 
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【第３章】 

 

重点 

施策 

ひとり親家庭や貧困家庭では、経済的に困難を抱えている傾向

にあります。特に、ひとり親家庭は養育費を受け取っていないケ

ースが多く、経済的な負担が大きいといえます。このため、家庭の

状況にかかわらず日々の生活を安定させるため、経済的支援の

充実に向け取り組みます。なお、親の働き方や子どもとの関わり

方等の要素も子どもの育ちに与える影響が大きいことを踏まえ、

経済的支援だけでなく、様々な支援を組み合わせてその効果を高

めます。 

ひとり親家庭、貧困家庭では、親が子どもの「教育・進学」「しつ

け」「養育にかかる費用」などの悩みを持ち、子ども自身も「進路」

「人間関係」など様々な悩みを抱えています。しかし、身近に子育

ての協力を期待できる同居人なども居ない割合が高いこともあ

り、それぞれの家庭やその子どもが社会的孤立に陥らないための

支援として、各種相談窓口の充実等に向け取り組みます。 

（２） 生活の支援

の充実 

（３） 経済的支援

の充実 

令和 3（2021）年３月 

松 山 市 

ひとり親家庭、貧困家庭ともに、経済的な理由から、子どもの

学習塾の利用や大学への進学を諦めている割合が高くなってい

ます。このため、生まれ育った環境によって子どもの教育の機会

が妨げられることのないよう、教育の支援の充実に向け取り組み

ます。 

（１） 教育の支援

の充実 

計画全体版のQRコードはこちら 
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＜基本方針＞ 

方針 1： 支援が届きにくい子どもを含め、すべての子どもや家庭に寄り添います。 

方針 2： 子育てや貧困を家庭のみの問題とせず、社会全体で支援します。 

方針 3： 親の妊娠・出産期から子どもの社会的自立まで、切れ目のない支援を行います。 

＜めざす姿＞ 

貧困の連鎖を断ち切り、すべての子どもが 

現在から将来にわたり、夢や希望を持つことのできるまち 

＜めざす姿＞ 

ひとり親家庭等が自立し、笑顔で暮らせるまち 

<基本方針> 

方針 1： ひとり親家庭等に寄り添い、生活の自立・安定・向上のために必要な支援をします。 

方針 2： ひとり親家庭等の子どもの現在から将来にわたる健やかな育ちを支援します。 

方針 3： ひとり親家庭等の複合的なニーズに対応できるよう、切れ目のない総合的な支援を

します。 

＜施策の体系＞ 

施策の柱   施策 

    

    

1．子育て・生活支援 
  

1 保育所等での子育て支援 
  

         

     
2 保育所等以外での子育て支援 

     
         

     
3 生活支援 

     
         

     
4 相談機能の充実 

     
         

     
5 

情報提供の充実・関係機関団体との連携

強化      
         

2．就業支援 
  

6 能力向上のための支援 
  

         

     
7 就業機会の創出支援 

     
         

3．養育費確保等の支援 
  

8 
養育費に係る情報提供と広報・啓発活動

の推進   
         

     
9 

養育費や面会交流等に係る相談体制の

充実      
         

4．経済的支援 
  

10 子育て世帯等への経済的支援 
  

         

 

＜施策の体系＞ 

施策の柱   施策 

    

1． 教育の支援 
  

1 幼児教育・保育の無償化の推進及び質の向上   
       

    
2 

地域に開かれた子どもの貧困対策のプラット

フォームとしての学校指導・運営体制の構築     
        

     
3 大学等進学に対する教育機会の提供      

         

     
4 特に配慮を要する子どもへの支援      

         

     
5 教育費負担の軽減      

         

     
6 地域での学習支援等      

         

     
7 その他の教育支援      

     
    

2． 生活の安定に資するため

の支援 

  
8 

親の妊娠・出産期、子どもの乳幼児期での支

援   
       

   
9 保護者の生活支援    

       

      
10 子どもの生活支援       

            

     
11 子どもの就労支援      

            
     

12 住宅に関する支援      
     

 
  

 

3． 保護者に対する職業生活

の安定と向上に資するた

めの就労の支援 

  
13 ひとり親に対する就労支援   

      

  
14 

ふたり親世帯を含む困窮世帯等への就労支

援      
   

    

4． 経済的支援 
  

15 子育て世帯等への経済的支援   
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